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労働安全衛生法

生法令上、総括安全衛生管理者の選任など義務付けられている事項などを十分考慮に入れた上

で、その事業場の実態に即した、生産活動と一体になった体制とすることが必要です。
　　　     （１）    　        総括安全衛生管理者（法第10条）

　事業者は、総括安全衛生管理者を選任し、その者には安全管理者、衛生管理者の指揮をさせる

統括
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総括安全衛生管理者
（工場長等）

指揮

指揮

（法第１０条） （法第２５条の２）

（法第１１条） （法第１２条）

（法第１０条第１項第１～５号）

（法第２５条の２第１項第１～３号）

指揮

安全管理者 衛生管理者

事 業 者
（◯◯会社）

1 2

趣旨：企業の生産活動と一体となった安全衛生の管理を行える体制の整備

総括安全衛生管理者を選任すべき事業場

業　　　　種

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業

その他の業種

選任が必要な事業業の規模
（常時使用する労働者の数）

100人以上

300人以上

1,000人以上

※派遣労働者数も含む

製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給業、水
道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売
業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売
業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

Ⅱ

手続
①選任すべき事由が発生してから14日以内に選任
②選任報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出（安衛則第2条第1項、第2項）

安全につい
て技術的事
項を管理

衛生につい
て技術的事
項を管理

統
括
管
理

救護に関する措置について
技術的事項を管理する者

救護に関する措置
について技術的事
項を管理する者

●❶労働者の救護に関し必要な機械等の備付け及び管理を
行うこと
●❷労働者の救護に関し必要な事項についての訓練を行う
こと
●❸①②のほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に
関し必要な事項を行うこと

●❶労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関す
ること
●❷労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
●❸健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関す
ること
●❹労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
●❺①～④のほか、労働災害を防止するため必要な業務で厚生
労働省令で定めるもの（安衛則第3条の2)＝①安全衛生方針
の表明②危険性・有害性調査等③安全衛生計画の作成等
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●安全管理者の選任が必要な業種

●常時使用する労働者数が５０人以上の事業場●常時使用する労働者数が５０人以上の事業場

原則として、その事業場に専属の
者を選任しなければならない。

その事業場のみに勤務する者

専属の者とは

２人以上選
任する場合

者
理
管
全
安

選 任 報 告

権 限 の 付与

職 務

事由が発生してから14日以内選任

安全管理者

任
解
・
員
増

令
命

長
署
督
監
準
基
働
労

（法第１１条第１項）

（安衛則第４条第１項第２号）

例外：自社以外の者の選任＝平18基発第0331004号
　　　分社化に伴う義務＝平18基発第0331005号

（法第１１条第２項）

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業、製造業（物の加工業を含む。）、電気業、ガス業、熱供給
業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建
具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業（令第３条）

（安衛則第４条第２項）

法第１１条第１項
安衛則第４条第１項

（安衛則第６条第２項）

作業場等の巡視、危険を防止するた
めに必要な措置

安全に係る技術的事項の管理（括安全
管理者を参照）

（安衛則第６条第１項）

事

業

者

安

全

管

理

者

制

度

の

概

要

資
格
を
有
す
る
者

安全管理者

労働安全コンサルタント

（昭和４７年労働省告示第１３８号）

）
条
５
第
則
衛
安
（

理科系統の大学・高専を卒業し、その後２年以上の安全実務経験があ
る者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

理科系統の高校・中等教育学校を卒業し、その後４年以上の安全実務
経験がある者であって、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

その他、厚生労働
大臣が定める者

理科系統以外の大学を卒業し、その
後、４年以上の安全実務経験がある
者等であって、厚生労働大臣が定め
る研修を修了したもの等

安

全

管

理

者

の

資

格

安

全

管

理

者

の

選

任
その中に労働安全コンサルタントがい
るときは、1人は専属でなくてもよい

8988

任

選

の

者

理

管

生

衛

手 続

使用する労働者が常時５０人以上の全業種の事業場で選任

事業場の規模ごとの選任すべき衛生管理者数

免許・資格

き
べ
す
任
選
に
と
ご
種
業

者
有
保
等
許
免少なくとも１人は専任の衛生管理者

を置かなければならない事業場

◯選任すべき事由が発生した日から１４日以内

◯選任報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出

衛

　生者
理
管

イ  第一種衛生管理者免許
ロ  第二種衛生管理者免許
ハ  衛生工学衛生管理者免許
二  医師、歯科医師等

イ

　
ハ

　
二

二
ハ
ロ
イ

◯　50～　200人 １人以上 ◯1,001～2,000人 4人以上

◯201～　500人 2人以上 ◯2,001～3,000人 5人以上

◯501～1,000人 3人以上 ◯3,001人以上 6人以上

（法第１２条、令第４条）

（安衛則第７条第１項第１号、第２項）

（安衛則第１０条）

（安衛則第７条第１項第４号）

（安衛則第７条第１項第５号） （安衛則第７条第１項第３号）

①農林畜水産業、鉱業、
建設業、製造業（物の
加工業を含む。）、電気
業、ガス業、水道業、
熱供給業、運送業、自
動車整備業、機械修理
業、医療業及び清掃業

■常時１,０００人を超える労働者を使用する事
業場
■常時５００人を超える労働者を使用する事業
場であって、坑内労働又は一定の有害な業
務に従事する労働者が常時３０人以上であ
るもの ②その他の業種

務

職

の

者

理

管

生

衛

事業者衛生管理者の職務 権限の付与

設備、作業方
法、衛生状態

直ちに、労働者の健康障害を防止するた
め必要な措置を講じなければならない。

以下の業務のうち衛生に
係る技術的事項を管理

①労働者の危険または健康障害を防止する
ための措置に関すること
②労働者の安全または衛生のための教育の
実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進の
ための措置に関すること
④労働災害の原因の調査及び再発防止対策
等に関すること

少なくとも毎週１回作業場等を巡視

有害のおそれ
があるとき

（法第１２条第１項）

（安衛則第１１条第２項）

（安衛則第１１条第１項）

1

　事業者は衛生管理者を選任し、衛生に係る技術的事項（衛生管理者の職務1）を管理させ
ます。
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管理者を参照）
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係る技術的事項を管理
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少なくとも毎週１回作業場等を巡視
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があるとき
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割

役

の

医

業

産

務

職

の

医

業

産

事　業　者 選任

権限の付与告
勧

告
勧

助
援
・
導
指

医

業

産

産 業 医

総括安全
衛生管理者

事業者の直接の指導監督の下

業種を問わず５０人以上規模の
事業場に選任義務

衛生管理者

作業方法
衛生状態

有害のおそれ
があるとき

専門家として労働者の
健康管理等に当たる

（安衛則第１３条第1項）

（安衛則第１４条）

（安衛則第１５条）

（法第１３条）

（法第１３条第１項）

（令第５条）

1

・
健
康
診
断
及
び
面
接
指
導
等
の

実
施
並
び
に
そ
の
結
果
に
基
づ

く
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る

た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

・
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
並

び
に
面
接
指
導
の
実
施
及
び
そ

の
結
果
に
基
づ
く
労
働
者
の
健

康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

・
作
業
環
境
の
維
持
管
理
に
関
す

る
こ
と
。

・
作
業
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

・
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
管
理
に

関
す
る
こ
と
。

・
健
康
教
育
、
健
康
相
談
そ
の
他

労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を

図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ

と
。

・
衛
生
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

・
労
働
者
の
健
康
障
害
の
原
因
の

調
査
及
び
再
発
防
止
の
た
め
の

措
置
に
関
す
る
こ
と
。

５０人未満の規模の事業者及び労働者に対して
産業保健サービスを充実させることを目的とし
て、地域産業保健センターがあります。

●
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
以
上

　

(

安
衛
則
第
15
条
第
1
項
の
措
置

が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、

   

少
な
く
と
も
二
日
に
一
回
以
上)

作
業
場
等
を
巡
視

直ちに、労働者の健康障害
を防止するため必要な措置
を講じなければならない。

選任すべき事由が発生した日から１４日以内

遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出
（第13条第2項）

9190

安全委員会 衛生委員会

規
模

上
以
人

規
模

上
以
人

規
模

上
以
人

場
業
事
き
べ
す
置
設

項
事
議
審
査
調

成
構
の
員
委

安全衛生委員会

全ての業種

同一事業場に安全委員会及び衛生委員会を設けるべき
ときに両者の機能を併せもつものとして設置できる

要

概

の

会

員

委

生

衛

・

全

安

（法第１８条第１項）

）
条
９
第
令
（

）
条
８
第
令
（

（法第１８条第２項、第３項）

（法第１９条）

（法第１７条第１項）

（法第１７条第２項）

林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・
木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属
製品製造業及び輸送用機械器具製造業、
運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運
送業、自動車整備業、機械修理業並びに
清掃業

製造業（物の加工業を含み、上に掲げる
業種を除く）、運送業（上に掲げる業種を
除く）、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、
通信業、各種商品卸売業、家具・建具・
じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・
建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅
館業、ゴルフ場業

①労働者の健康障害を防止するための基本とな
るべき対策に関すること。

②労働者の健康の保持増進を図るための基本と
なるべき対策に関すること。

③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に
係るものに関すること

④その他労働者の健康障害の防止及び健康の保
持増進に関する重要事項（過重労働対策等）

①総括安全衛生管理者またはこれに準ずる者
②衛生管理者
③産業医
④衛生に関し経験を有する労働者　（作業環境測
定士を含む。）

①労働者の危険を防止するための基本と
なるべき対策に関すること

②労働災害の原因及び再発防止対策で、安全
に係るものに関すること

③その他労働者の危険の防止に関する重
要事項（危険性・有害性調査等）

①総括安全衛生管理者またはこれに準ず
る者
②安全管理者
③安全に関し経験を有する労働者
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権限の付与告
勧

告
勧

助
援
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導
指

医

業

産

産 業 医
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衛生管理者

事業者の直接の指導監督の下

業種を問わず５０人以上規模の
事業場に選任義務

衛生管理者

作業方法
衛生状態

有害のおそれ
があるとき

専門家として労働者の
健康管理等に当たる

（安衛則第１３条第1項）

（安衛則第１４条）

（安衛則第１５条）

（法第１３条）

（法第１３条第１項）

（令第５条）

1

・
健
康
診
断
及
び
面
接
指
導
等
の

実
施
並
び
に
そ
の
結
果
に
基
づ

く
労
働
者
の
健
康
を
保
持
す
る

た
め
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

・
ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ
ク
の
実
施
並

び
に
面
接
指
導
の
実
施
及
び
そ

の
結
果
に
基
づ
く
労
働
者
の
健

康
を
保
持
す
る
た
め
の
措
置
に

関
す
る
こ
と
。

・
作
業
環
境
の
維
持
管
理
に
関
す

る
こ
と
。

・
作
業
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

・
そ
の
他
労
働
者
の
健
康
管
理
に

関
す
る
こ
と
。

・
健
康
教
育
、
健
康
相
談
そ
の
他

労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
を

図
る
た
め
の
措
置
に
関
す
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こ
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・
衛
生
教
育
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す
る
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労
働
者
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健
康
障
害
の
原
因
の

調
査
及
び
再
発
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た
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置
に
関
す
る
こ
と
。
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て、地域産業保健センターがあります。

●
少
な
く
と
も
毎
月
一
回
以
上

　

(

安
衛
則
第
15
条
第
1
項
の
措
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い
る
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合
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少
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日
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遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出
（第13条第2項）

9190

安全委員会 衛生委員会

規
模

上
以
人

規
模

上
以
人

規
模

上
以
人

場
業
事
き
べ
す
置
設

項
事
議
審
査
調

成
構
の
員
委

安全衛生委員会

全ての業種

同一事業場に安全委員会及び衛生委員会を設けるべき
ときに両者の機能を併せもつものとして設置できる

要

概

の

会

員

委

生

衛

・

全

安
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88

Ⅱ　

労
働
安
全
衛
生
法

中頁／労働条件管理ハンドブック.indd   88 2018/02/05   13:08



事業者

医師（産業医等）

労働者①面接指導等の実施の通知

④事後措置の実施

取
聴
見
意
の
師
医
③

施実
の等

導指
接面

②

　（努力義務）

　また、休業が４日未満の場合は、四半期ごとにとりまとめ、様式第24号の労働者死傷病報告をそ

れぞれの期間終了後の翌月末日までに所轄労働基準監督署に提出してください。

　事業主は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、

窒息又は急性中毒により死亡又は４日以上休業したときは、遅滞なく労働者死傷病報告書（様式第

23号）を所轄労働基準監督署に提出してください。

※（時間外・休日労働の算定は毎月１回以上、一定の期日を定めて行い、）
月100時間超の労働者の氏名や超過時間に関する情報を産業医に提供しな
ければなりません。

91

・労働者の健康管理
・職場の有害因子の発見と改善

健　康　診　断 特殊健康診断

一般健康診断
断
診
康
健
時
入
雇

断
診
康
健
期
定

項　　目

項　　目項　　目

項目
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断
診
康
健
の
者
事
従
務
業
定
特

断
診
康
健
る
す
対
に
者
働
労
遣
派
外
海

便
検
の
者
事
従
食
給

断

診

康

健

般

一

内
以
年
１
て
い
つ
に
者
働
労
る
す
用
使
時
常

施
実
期
定
回
１
に
と
ご

い
つ
に
者
働
労
る
す
用
使
時
常

場
業
事
の
模
規
全
、
種
業
全
て

施
実
で

つ
に
者
働
労
る
す
事
従
時
常
に
務
業
の
定
一

び
及
際
の
え
替
置
配
の
へ
務
業
該
当
て
い

施
実
期
定
回
１
に
と
ご
内
以
月
カ
６

６

６者
働

＜派遣時＞
①　腹部画像検査

＜帰国時＞
①　腹部画像検査

④　糞便塗抹検査

業務

定期健康診断項目＋

務

化水素酸、塩酸、硝酸、硫

⑫

塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、
一酸化炭素、二硫化炭素、
青酸､ ､

③　身長、体重、腹囲、
査*

査

⑥　貧血検査
⑦　肝機能検査
⑧　血中脂質検査
⑨　血糖検査
⑩　尿検査
⑪　心電図検査

③　身長、体重、腹囲、
査

⑥　貧血検査
⑦　肝機能検査
⑧　血中脂質検査
⑨　血糖検査
⑩　尿検査
⑪　心電図検査

一般健康診断の種類
・雇入れ時の健康診断：適正配置・入職後の健康管理の基礎資料のため
・定期健康診断：労働者の健康状態の推移を把握し、潜在する疾病を早期発見するため。1年に1回
・特定業務従事者の健康診断：特定業務への配置替え・6月に1回。
・海外派遣労働者の健康診断；海外での疾病の発症・悪化の場合負担増大。帰国後の就業上の配慮も必要。
・給食従事者の検便；雇入れ時・配置替えの際に実施。

　医療保険者は、加入者が、労働安全衛生法の健康診断を受けた場合または受けることができる場合は、特定健康診査の全部または一
部を行ったものとすることができることとなっており、医療保険者は、加入者を使用している事業者又は使用していた事業者に対し、事業
者が保存している加入者に係る労働安全衛生法による労働者の健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができます。ま
た、これにより健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを提供しなければならないとされています。（
高齢者医療確保法第21条第1項、第27条第2項及び第3項）
　つきましては、事業者の皆様に医療保険者から労働安全衛生法に基づく定期健康診断の結果の提供の求めがあった場合には、ご協力
をいただきますようお願い申し上げます。
　なお、高齢者医療確保法に基づく特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第２条に定める項目に係る記録の写しについて
は、医療保険者からの提供の求めがあった場合に当該記録の写しを提供することは、法令に基づくものであるため、個人情報の保護に関
する法律第２３条第１項第１号により第三者である医療保険者への提供は制限されておらず、提供は、個人情報保護法上の問題はありま
せん。
　ただし、労働安全衛生法に基づく健康診断の項目に関する記録のうち、「業務歴」、「視力及び聴力の検査」、「胸部エックス線検査」、「喀
痰検査」については、高齢者医療確保法に基づく上記の項目に含まれていませんので、健康診断の結果を医療保険者に提供する際には、
これらの項目を削除するか、これらの項目を提供することについて労働者の同意を得たうえで提供してください。

医療保険者から求めがあった場合には、健康診断結果を提供する必要があります。
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「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票（選択回答）に労働者が記入し、それ

を集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検

査です。 

「労働安全衛生法」が改正されて、労働者が 50 人以上いる事業場では、2015 年 12 月

から、毎年 1 回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられまし

た。 

※ 契約期間が 1 年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の 4 分の 3 未 

満の短時間労働者は義務の対象外です。 

ストレスチェック制度の実施手順 

導入前の準備（実施方法など社内ルールの策定） 

質問票の配布・記入 ※IT システムを用いて実施することも可能 

ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定 

本人に結果を通知 

本人から面接指導の申出 

医師による面接指導の実施 

就業上の措置の要否・内容に

ついて医師から意見聴取 

就業上の措置の実施 

個人の結果を一定規模のまと

まりの集団ごとに集計・分析 

職場環境の改善 

「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止！ 

ストレスチェックと面接指導の実施状況は、毎年、労働基準監督署に所定の様式

で報告する必要があります。 

ストレスチェック制度の実施（第66条の10）
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